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２．五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針 

 

（１）土地利用の優先順位、土地利用の誘導の方向 

   都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうち２地域が

重複している地域においては次に掲げる調整指導方針に即し、また、３以上の地域

が重複する地域においては、次に掲げる調整指導方針におけるそれぞれの関係から

みた優先順位、指導の方向等を考慮して、１の（２）に掲げる地域類型別の県土利

用の基本方針、及び（３）に掲げる地域別の土地利用の基本方針に基づき、人口動

向等地域特性を踏まえた適正かつ合理的な土地利用を図るものとする。 

 

  ① 都市地域と農業地域とが重複する地域 

   ア 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域とが重複する場合 

     農用地としての利用を優先するものとする。 

   イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが

重複する場合 

     土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的

な利用を認めるものとする。 

 

  ② 都市地域と森林地域とが重複する地域 

   ア 都市地域と保安林の区域とが重複する場合 

     保安林としての利用を優先するものとする。 

   イ 市街化区域又は用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

     原則として、都市的な利用を優先するが、公益的機能を有する森林としての

保全に努めるものとする。 

   ウ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域と

が重複する場合 

     原則として、森林としての利用を優先するものとし、森林としての利用と都

市的な利用との調整を図るものとする。 

 

  ③ 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

   ア 市街化区域又は用途地域と自然公園地域とが重複する場合 

     自然公園としての機能を維持しつつ、これとの調整を図りながら、都市的利

用を図っていくものとする。 

   イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する場合 

     自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

   ウ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地域以外の自然公園地域と
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が重複する場合 

     自然公園としての機能を重視しつつ、両地域の調整を図るものとする。 

 

  ④ 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

    自然環境としての保全を優先するものとする。 

 

  ⑤ 農業地域と森林地域とが重複する地域 

   ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合 

     保安林としての利用を優先するものとする。 

   イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

     原則として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用と

の調整を図りながら森林としての利用を認めるものとする。 

   ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場

合 

     森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図

りながら、農業上の利用を認めるものとする。 

 

  ⑥ 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

   ア 農業地域と特別地域とが重複する場合 

     自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

   イ 農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

     自然公園としての機能を重視しつつ、両地域の調整を図るものとする。 

 

  ⑦ 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

    自然環境としての保全を優先するものとする。 

 

  ⑧ 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

    自然公園としての機能を重視しつつ、両地域の調整を図るものとする。 

 

  ⑨ 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

    自然環境としての保全を優先するものとする。 
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（２）特に土地利用の調整が必要と認められる地域の土地利用調整上留意すべき基本的

事項 

対象となる五地域の 

重 複 の 組 合 せ 

特に土地利用の調整が 

必要と認められる地域 
土地利用調整上留意すべき基本的事項 

都市地域と農業地域 福岡市西区 

混住化の進行等に伴い土地利用の混

在が予想されることから、住宅地等に係

る土地利用転換を計画的に整序・誘導

し、農地の集団的な保全・利用を図る。 

 


